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　株主の皆さまには益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　仙台銀行第８５期営業の概況と決算についてご報告いたします。

　当期は、大手企業を中心に輸出や生産が増加し、企業収益の改

善が進み、個人消費も底堅く推移するなど景気は着実に回復基調

を続けました。また、宮城県内でも、生産面では一部の堅調な業

種に支えられて緩やかに上昇したほか、製造業を中心とした雇用

情勢の改善の動きもみられるなど全体として景気回復の動きがみ

られました。

　このような環境のなか、当行では、「地域から最も信頼され、

地域に最も貢献する銀行」を経営目標として掲げ、「収益力の強

化」「企業風土の改善・改革」「内部管理体制の精度向上」に努

めてまいりました。その結果、当期の業績は経常利益で２,４３９百万

円、当期純利益で１,４４４百万円を計上いたしました。これもひとえ

に、株主の皆さま並びにお取引先の皆さまのご支援の賜物であり、

心より感謝申し上げます。

　当行では、平成１８年４月から計画期間を２年間とする新中期経

営計画「好品質計画」をスタートいたしました。本計画では、当

行の強みである宮城県内のネットワークと情報力を最大限に活か

し、より充実した金融サービスの提供を目指すとともに、地域金

融機関として地域に密着したお客さま重視の営業活動をさらに徹

底してまいる所存でございますので、今後ともより一層のご愛顧

を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　平成１８年６月

ご　挨　拶

株式会社　 
代表取締役頭取　三 井 精 一
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　〔経済環境〕
　平成１７年度のわが国経済は、アメリカや中国を中心とした海外
経済の拡大を背景に輸出や生産が増加し、企業収益が改善しまし
た。また、雇用や賃金面での改善を反映して、雇用者所得も緩や
かに増加が続き、個人消費は底堅く推移するなど、景気は着実に
回復基調を続けました。
　宮城県内の経済は、一部の堅調な業種に支えられて緩やかに上
昇するなど、生産面では上向きの動きがみられました。また、製
造業を中心とした求人増加などを背景に雇用情勢の改善の動きが
みられました。個人消費についても底堅く推移するなど、全体と
して景気回復の動きがみられました。
　一方、金融業界におきましては、平成１８年２月に預金者保護法
の施行により、偽造・盗難キャッシュカード被害への対応など、
より一層の利用者保護への取組みが求められました。
〔当行の業績〕
　当行ではこのような環境のなか、計画期間を２ヵ年とする中期
経営計画「ステップ・アップ・プランⅡ」の最終年度を迎えまし
た。地域から最も信頼され、地域に最も貢献する銀行を経営目標
に「収益力の強化」、「企業風土の改善・改革」、「内部管理体制の
精度向上」に向けて様々な施策に取組んでまいりました。また、
平成１７年８月に「地域密着型金融推進計画」を策定し、より一層
地域のお客さまのお役にたてるよう「事業再生や中小企業金融の
円滑化」、「経営力の強化」、「地域利用者の利便性の向上」に努め
てまいりました。
　業績面につきましては、株主の皆さま並びにお取引先の皆さま
のご支援を賜り、当行及び連結子会社では、当期末の預金残高は
前年同期比２,４４１百万円増加の７１９,０９６百万円、貸出金残高は前年
同期比３,８６０百万円増加の５００,８００百万円となりました。また、当
行個別では当期末の預金残高は前年同期比２,４７４百万円増加の
７１９,２９９百万円、貸出金残高は前年同期比３,６６７百万円増加の
５０４,３６２百万円となりました。
　損益面につきましては、お客さまのニーズにお応えできるサー
ビスの提供に注力するとともに、引き続き経費を抑制し、経営の
効率化に努めたことにより、当行及び連結子会社では、経常利益
は前年同期比６４２百万円増加の２,６２５百万円、当期純利益は前年同
期比１４４百万円増加の１,５５３百万円となりました。また、当行個別
では経常利益は前年同期比５５３百万円増加の２,４３９百万円、当期純
利益は前年同期比１５８百万円増加の１,４４４百万円となりました。
　業務面につきましては、個人のお客さまには、資産運用のニー
ズにお応えするため、投資信託の新商品として「グローバル・ソ
ブリン・オープン」などの取扱いを開始し、商品メニューの充実
に努めてまいりました。平成１７年８月と１２月には、それぞれ期間

営業の概況
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１ヶ月の限定で年利１.００％の満期延長特約付定期預金「ワンダフ
ル１」を販売いたしました。平成１７年１０月には、お客さまのライ
フプランに合った資産形成のご相談を受付けする「ハロー資産プ
ラザ」を本店営業部内に設置いたしました。また、お客さまのさ
らなる利便性の向上を図るため、平成１７年１１月に株式会社セブン
銀行とコンビニＡＴＭ利用提携を締結し、平成１８年５月からサー
ビスを開始することとなりました。
　法人のお客さまには、お客さまのビジネスチャンスをサポート
するため、当行で初めてお取引先企業同士の「商談会」を開催い
たしましたほか、本部内に「ビジネスローンセンター」を設置い
たしました。
　偽造・盗難キャッシュカード等による犯罪への被害防止対策に
つきましては、１日あたりのお支払・お振込限度額をお客さまが
設定できるお取扱いやＡＴＭの暗証番号配列のシャッフル（並べ
替え）表示機能を追加しました。また、平成１８年２月から、偽
造・盗難カード被害補償を開始しました。
〔対処すべき課題〕
　　１　法令等遵守への取組み
　　　　当行では、不祥事件が連続して発生したことから、平成１６

年１２月に東北財務局より業務改善命令を受け、平成１７年１月
に「業務改善命令に対する業務改善計画書」を策定しました。

　　　　不詳事件の再発を防止するため、全役職員が全力を挙げて
同計画に取組み、法令等遵守態勢及び内部管理態勢の強化に
努めてまいりました。また、平成１８年４月にリスク統括部を
新設し、内部管理態勢の一層の強化に取組んでおります。

　　　　今後も当行の行是である「信を万事の本と為す」のもと、
役職員が一体となって、引き続き法令等遵守の徹底に努めて
まいる所存でございます。

　　２　情報管理体制への取組み
　　　　平成１７年４月に個人情報保護法が施行されたことにともな

い、当行におけるお客さまの取引情報の保管状況を点検した
ところ、誠に遺憾ながら、お客さまの取引情報が記載されて
いる書類の一部を紛失していることが判明し、平成１７年７月
に公表いたしました。

　　　　従来より、情報管理の重要性を行内で徹底してまいりまし
たが、当行では再発防止に向けて、情報管理全般を統括する
部署として、本部内に情報管理室を設置するなど、お客さま
情報の保管・管理体制の見直しに努め、今後もなお一層の体
制強化に取組んでまいります。

　　３　業務委託先の管理体制への取組み
　　　　平成１８年３月に当行のシステム運用開発委託先の元ＮＴＴ

データ社員が、当行ＡＴＭを利用した提携クレジットカード
会社の顧客の取引記録の一部をコンピュータセンターから不
正に持ち出し、偽造カードを作成し、不正に引き出していた
ことが判明いたしました。
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　　　　ＮＴＴデータの報告によりますと、当行の預金口座の暗証
番号等が持ち出された形跡はなく、また、当行職員の関与も
一切ございません。

　　　　当行のシステム運用・開発委託先よりお客さまの情報が持
ち出されるとともに、偽造カードによりお客さまが被害に遭
われたことに対して、業務委託者として心から深くお詫び申
し上げます。

　　　　当行では、システム運用・開発委託先における運用管理体
制と相互けん制の強化を図り、再発防止に向けて全力を挙げ
て取組んでまいります。

　　４　新中期経営計画への取組み
　　　　平成１８年４月からの銀行代理店制度の改正、メガバンクや

他県地銀の仙台都市圏への営業攻勢の強まりなど、当行を取
り巻く経営環境は大きく変わりつつあります。

　　　　このような環境のなか、当行では平成１８年４月から計画期
間を２年間とする新中期経営計画「好品質計画」をスタート
いたしました。本計画では、当行の強みを活かし、「当行グ
ループだからできる、当行グループにしかできない」サービ
スの提供を目指し、「営業力の強化」、「内部管理態勢の強化」、
「企業風土の改善」に取組んでまいります。宮城県を基盤とす
る地域金融機関として、地域に密着したお客さま重視の営業
活動をさらに徹底してまいる所存でございますので、今後と
も引き続きより一層のご指導とご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

　業況等の推移は次表のとおりであります。  （金額単位：億円）

　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

平成１７年度平成１６年度
７４７４資 本 金
７１店７１店店 舗 数
７０店７０店宮 城 県 内
１店１店宮 城 県 外
７６６人７８７人従 業 員 数
７,１９２７,１６８預 金
３,６６６３,８１２定期性預金
３,５２６３,３５５そ の 他
５,０４３５,００６貸 出 金
１,５８７１,６１２個 人 向 け
２,２６０２,３６１中小企業向け
１,１９６１,０３２そ の 他
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預金･貸出金の推移

7,192

預　

金

貸
出
金

億円

年月

平成
15.3

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

5,0435,005 5,006

4,759

7,209 7,1687,163

16.3 17.3 18.3
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株主総会
　
　　　平成１７年６月２９日、第８４回定時株主総会を開催し、下記のと
おり報告ならびに決議いたしました。

　　報 告 事 項
　　　１．平成１７年３月３１日現在貸借対照表及び
　　　　　第８４期　　　　　　　　損益計算書、営業報告書報告の件
　　　２．平成１７年３月３１日現在連結貸借対照表及び
　　　　　第８４期　　　　　　　　連結損益計算書、並びに会計監

　査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　　　　本件は上記計算書類の内容及び監査結果を報告いたしま
　　　　　した。
　　決 議 事 項
　　　第１号議案　第８４期利益処分案承認の件
　　　　　　　　　本件は、原案どおり承認可決されました。
　　　　　　　　　（利益配当金は、１株につき２５円）
　　　第２号議案　定款一部変更の件
　　　　　　　　　本件は、事業年度における取締役の経営責任を

明確にし、株主様からの信任の機会を増やすと
共に、経営環境の変化に対応できる経営体制を
構築するため、「取締役の任期は、就任後１年内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のと
きまでとする。」というものでありますが、原案
どおり承認可決されました。

　　　第３号議案　取締役９名選任の件
　　　　　　　　　本件は、三井精一、渡辺　守、坂井　淳、片岡

不二夫、信夫俊雄、馬場　豊、鈴木　隆、日下
睦男、八島俊章の９名が選任され、就任いたし
ました。なお、八島俊章氏は、「商法第１８８条第
２項第７号ノ２」に定める社外取締役でありま
す。

　　　第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
　　　　　　　　　本件は、退任取締役仲野多加志氏に対し、当行所

定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を
贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、
方法等は、取締役会の決議によることに一任す
ることで承認可決されました。

庶務事項
　
　　平成１７年６月２９日　仲野多加志氏が取締役を退任いたしました。

（　　　　　　）平成１６年４月１日から
平成１７年３月３１日まで

（　　　　　　）平成１６年４月１日から
平成１７年３月３１日まで
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第85期末（平成１８年３月３１日現在）貸借対照表

金　　　額科　　　　　　目金　　　額科　　　　　　目

７１９,２９９
１３,７８４
３１８,３８７
１２,４３１
１,２０９

３５８,２６５
８,３４２
６,８７７
２１,５３０
６,２２８
６,２２８
１
１

２,６１３
６９０
４６５
３４３
２５０
２

４５８
１１
３９２
２８５
９０２
１,３２２
５,３３２

７５７,５１５
　

７,４８５
５,８７５
５,８７５
７,５１５
１,６０９
４,３５７
１,５４７
１,４４４
１,６０２
２,７９２

△　　３５
２５,２３４

（負　債　の　部）
預 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金
借 用 金
借 入 金

外 国 為 替
未 払 外 国 為 替

そ の 他 負 債
未払法人税等
未 払 費 用
前 受 収 益
従業員預り金
給付補てん備金
金融派生商品
繰延ヘッジ利益
その他の負債

賞 与 引 当 金
退職給付引当金
再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計
（資　本　の　部）
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
任 意 積 立 金
当期未処分利益
当 期 純 利 益

土地再評価差額金
株式等評価差額金
自 己 株 式
資 本 の 部 合 計

２６,７６５
２０,２９２
６,４７２
４１,３４４
３６

１９６,２３６
６３,５４４
５,５０４
５９,１４３
１７,３３８
５０,７０４
５０４,３６２
４,７３６
３２,２７８
４３１,９６７
３５,３８０
１１３
１１２
０

３,２２３
６５

１,４５５
２５
０

１,６７６
９,７４８
９,０５５
２２３
４６９
２,３５２
５,３３２
△６,７６５

（資　産　の　部）
現 金 預 け 金
現　　　　　金
預　　け　　金
コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権
有 価 証 券
国　　　　　債
地　　方　　債
社　　　　　債
株　　　　　式
そ の 他 の 証 券
貸 出 金
割　引　手　形
手　形　貸　付
証　書　貸　付
当　座　貸　越
外 国 為 替
外 国 他 店 預 け
買 入 外 国 為 替
そ の 他 資 産
前　払　費　用
未　収　収　益
金 融 派 生 商 品
繰延ヘッジ損失
そ の 他 の 資 産
動 産 不 動 産
土 地 建 物 動 産
建 設 仮 払 金
保 証 金 権 利 金
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

７８２,７５０負債及び資本の部合計７８２,７５０資 産 の 部 合 計

（単位：百万円）

注　１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　　２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っており
ます。

　　３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額
法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、そ
の他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又
は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全
部資本直入法により処理しております。

　　４．金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記２．及び３．と同
じ方法により行っております。

　　５．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
　　６．動産不動産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。
　　　　　建　物　　２年〜５０年
　　　　　動　産　　２年〜２０年
　　７．自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法により償却しております。
　　８．外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　　９．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る
債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認
める額を計上しております。

　　　　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率
等に基づき計上しております。

　　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上
記の引当を行っております。

　　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は９,６８９百万円であります。

　　１０．賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込
額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

　　１１．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費
用処理方法は以下のとおりであります。

　　　　　　数理計算上の差異　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用
処理

　　　　なお、会計基準変更時差異（２,３８５百万円）については、１５年による按分額を費用処理
しております。

　　１２．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

　　１３．外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業
における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別監査委員会報告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に
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規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金
銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段と
し、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当
額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

　　　　なお、その他一部の資産・負債については、金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る
会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成１１年１月２２日）注１４により、
金利スワップ取引に係る金銭の受払の純額等を当該資産等に係る利息に加減して処理し
ております。

　　１４．消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっており
ます。ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。

　　１５．子会社の株式総額　　　　　　　　　　  ５４百万円
　　１６．子会社に対する金銭債権総額　　　　５,９２５百万円
　　１７．子会社に対する金銭債務総額　　　       ２２７百万円
　　１８．動産不動産の減価償却累計額　　　　４,３３０百万円
　　１９．動産不動産の圧縮記帳額　　　　　　    ３４２百万円
　　２０．貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部及び車輌については、リー

ス契約により使用しております。
　　２１．貸出金のうち、破綻先債権額は２,５１５百万円、延滞債権額は２３,１６３百万円であります。
　　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他

の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上
しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」とい
う。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイから
ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建
又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

　　２２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１８６百万円であります。
　　　　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　　２３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５,６０１百万円であります。
　　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め
を行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであ
ります。

　　２４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
３１,４６８百万円であります。

　　　　なお、２１．から２４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
　　２５．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第３号に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額の
うち、貸借対照表計上額は２,０００百万円であります。

　　２６．手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で
自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は４,７３６百万円であります。

　　２７．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　日本銀行共通担保、為替決済、業界共通システム、公金事務等の取引の担保として、有

価証券４８,５１７百万円及び現金預け金２１百万円を差し入れております。
　　２８．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の

土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価
に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差
額金」として資本の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　平成１０年３月３１日
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　　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０
年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４
号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６条に規定する地価税の課税価格の計算
の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算
定した価額に基づいて、奥行価格補正等、
合理的な調整を行って算出しております。

　　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該
事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　２,５９５百万円

　　２９．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付
借入金６,１００百万円が含まれております。

　　３０．１株当たりの純資産額　３,３２８円４６銭
　　３１．旧商法施行規則第１２４条第３号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額は

２,７９２百万円であります。
　　３２．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国

債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」が含まれております。以下３６．まで同様
であります。

　　　　売買目的有価証券
　　　　　　貸借対照表計上額　　　　　　　　　―百万円
　　　　　　当期の損益に含まれた評価差額　　　―
　　　　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの
　　　　　該当ありません。
　　　　その他有価証券で時価のあるもの

　　　　上記の評価差額から繰延税金負債１,８９１百万円を差し引いた額２,７９２百万円が、「株式等
評価差額金」に含まれております。

　　３３．当期中に売却した満期保有目的の債券は次のとおりであります。
　　　　　該当ありません。
　　３４．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
　　　　　　　　　売却額　　　　　　売却益　　　　　 売却損
　　　　　　　 ９６４百万円　　　 　５５０百万円　　　　 ―百万円

差　　額時　　価貸借対照表　
うち損うち益　　計　上　額　
―百万円―百万円　　―百万円　　―百万円　　―百万円国　　債
―　　　６１　　　　６１　　　３,２０５　　　３,１４４　　　地 方 債
―　　　―　　　　―　　　―　　　―　　　社　　債
―　　　４　　　　４　　　６００　　　　５９５　　　そ の 他
―　　　６５　　　　６５　　　３,８０５　　　３,７３９　　　合　　計

評価差額　　貸借対照表　取得原価　　　
うち損　　　うち益　　　　計　上　額　　　
１１百万円６,３２２百万円６,３１１百万円１６,８３１百万円１０,５１９百万円　株　式

１,９０８　　　１５７　　　△１,７５０　　　１２４,１０９　　　１２５,８５９　　　　債　券
１,４９８　　　３９　　　△１,４５９　　　６３,５４４　　　６５,００４　　　　　国　　債
３７　　　２２　　　△　１５　　　２,３６０　　　２,３７６　　　　　地 方 債
３７２　　　９６　　　△ ２７６　　　５８,２０３　　　５８,４７９　　　　　社　　債
９２２　　　１,０４５　　　１２２　　　１３,４７３　　　１３,３５１　　　　その他
２,８４２　　　７,５２５　　　４,６８３　　　１５４,４１４　　　１４９,７３１　　　合　計
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　　３５．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであり
ます。

　　　　　　　　　内　容　　　　　　　　　貸借対照表計上額
　　　　　満期保有目的の債券
　　　　　　　非上場外国証券　　　　　　　　   ３６,６３５百万円
　　　　　　　社　　　　　債　　　　　　　　　 　９４０
　　　　　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　　　　　　　子会社・子法人等株式　　　　　　　  ５４
　　　　　その他有価証券
　　　　　　　非上場株式　　　　　　　　　　    　４５３
　　３６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額

は次のとおりであります。

　　３７．金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。
　　　　　運用目的の金銭の信託
　　　　　　該当ありません。
　　　　　満期保有目的の金銭信託
　　　　　　該当ありません。
　　　　　その他の金銭の信託
　　　　　　該当ありません。
　　３８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申

し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額ま
で資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は
１２１,４９３百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無
条件で取消可能なもの）が１２０,７９３百万円あります。

　　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残
高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありま
せん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由が
あるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること
ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有
価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧
客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま
す。

　　３９．固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会平成１４年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第６号平成１５年１０月３１日）を当期から適用しておりま
すが、これによる税引前当期純利益に与える影響はありません。

　　　　なお、資産のグルーピングは、当行の管理会計上の最小区分（営業店単位、相互補完関
係にある一部の営業店は当該グルーピング単位、なお共用資産は銀行全体としてグルー
ピング）で行っております。

１０年超５年超１０年以内１年超５年以内１年以内　
４８,００２百万円３６,６２３百万円５４,７６４百万円２８,０５２百万円　債　券
２４,００２　　　１７,９９２　　　１０,５１５　　　１１,０３５　　　　国　　債

―　　　１,４３４　　　４,０７０　　　—　　　　地 方 債
―　　　３,９６６　　　３８,１５９　　　１７,０１７　　　　社　　債

２４,０００　　　１３,２３０　　　２,０１９　　　—　　　　そ の 他
―　　　１,０２５　　　７,００７　　　２００　　　その他

４８,００２　　　３７,６４８　　　６１,７７２　　　２８,２５２　　　　合　計
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第85期　　　　　　　　　　損益計算書
（単位：百万円）

注　１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　２．子会社との取引による収益総額　　２１０百万円
　　　　子会社との取引による費用総額　　６１２百万円
　　３．１株当たり当期純利益金額　　　　１８９円２２銭

（　　　　　　　）
金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　目

１８,８９４経 常 収 益
１５,２２９資 金 運 用 収 益
１２,１９５貸 出 金 利 息
２,６５９有 価 証 券 利 息 配 当 金
１７１コ ー ル ロ ー ン 利 息
１３９預 け 金 利 息
６３そ の 他 の 受 入 利 息

２,６４８役 務 取 引 等 収 益
１.０１４受 入 為 替 手 数 料
１,６３３そ の 他 の 役 務 収 益
１２１そ の 他 業 務 収 益
３外 国 為 替 売 買 益
１商 品 有 価 証 券 売 買 益

１１５国 債 等 債 券 償 還 益
８９５そ の 他 経 常 収 益
５５０株 式 等 売 却 益
７８金 銭 の 信 託 運 用 益
２６６そ の 他 の 経 常 収 益

１６,４５４経 常 費 用
１,１８１資 金 調 達 費 用
２８７預 金 利 息
１４譲 渡 性 預 金 利 息
１５８借 用 金 利 息
８金利スワップ支払利息

７１２そ の 他 の 支 払 利 息
１,５９４役 務 取 引 等 費 用
１７７支 払 為 替 手 数 料
１,４１７そ の 他 の 役 務 費 用
８４そ の 他 業 務 費 用
５１国 債 等 債 券 償 還 損
１国 債 等 債 券 償 却
１８金 融 派 生 商 品 費 用
１３そ の 他 の 業 務 費 用

１２,００７営 業 経 費
１,５８７そ の 他 経 常 費 用
６６２貸 倒 引 当 金 繰 入 額
８０１貸 出 金 償 却
５３株 式 等 償 却
７０そ の 他 の 経 常 費 用

２,４３９経 常 利 益
５４特 別 利 益

０動 産 不 動 産 処 分 益
５３償 却 債 権 取 立 益

１５特 別 損 失
１５動 産 不 動 産 処 分 損

２,４７８税 引 前 当 期 純 利 益
７３３法人税、住民税及び事業税
３００法 人 税 等 調 整 額
１,４４４当 期 純 利 益
２９３前 期 繰 越 利 益
１８９中 間 配 当 額
１,５４７当 期 未 処 分 利 益

平成１７年４月１日から
平成１８年３月３１日まで
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金　　　　　　　額科　　　　　　　目

１,５４７,７９６,４６６当 期 未 処 分 利 益

１,５４７,７９６,４６６計

１,１９９,４６０,４５０利 益 処 分 額

１８９,４６０,４５０　配当金（１株につき２５円）

１０,０００,０００　役 員 賞 与

 （２,９００,０００）　（ う ち 監 査 役 分 ）

１,０００,０００,０００　任　 意　 積　 立　 金

１,０００,０００,０００　　　　別 途 積 立 金

３４８,３３６,０１６次 期 繰 越 利 益

第85期（平成１８年６月２９日）利益処分計算書
（単位：円）
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（平成１８年３月３１日現在）役　　　員

三　 井　 精　 一代表取締役頭取

渡　 辺　 　 　 守代表取締役副頭取

坂　 井　 　 　 淳代表取締役専務

片　 岡　 不 二 夫代表取締役常務

信　 夫　 俊　 雄取 締 役

馬　 場　 　 　 豊取 締 役

鈴　 木　 　 　 隆取 締 役

日　 下　 睦　 男取 締 役 相 談 役

八　 島　 俊　 章取 締 役

山　 田　 守　 正常 勤 監 査 役

関　 谷　 典　 男常 勤 監 査 役

大 和 田　 泰　 夫監 査 役

柿　 導　 征　 英監 査 役
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第85期末（平成１８年３月３１日現在）連結貸借対照表

金　　　額科　　　　　　目金　　　額科　　　　　　目

　
７１９,０９６
２１,５３０
６,２２８
１

２,８１３
２９４
９０２
１,８９５
５,３３２

７５８,０９５

１０

７,４８５
５,８７５
５,７５８
２,４０４
２,７９２

△　　３５
２４,２７８

（負　債　の　部）

預 金
譲 渡 性 預 金
借 用 金
外 国 為 替
そ の 他 負 債
賞 与 引 当 金
退職給付引当金
再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計
（少数株主持分）

少 数 株 主 持 分
（資　本　の　部）

資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
土地再評価差額金
株式等評価差額金
自 己 株 式
資 本 の 部 合 計

　
２６,７６５
４１,３４４
３６

１９６,１８２
５００,８００
１１３
３,２６９
１２,２７０
３,１７５
５,３３２

△　６,９０６

（資　産　の　部）

現 金 預 け 金
コールローン及び買入手形
買 入 金 銭 債 権
有 価 証 券
貸 出 金
外 国 為 替
そ の 他 資 産
動 産 不 動 産
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

７８２,３８３負債、少数株主持分及び資本の部合計７８２,３８３資 産 の 部 合 計

（単位：百万円）

注　１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　２．土地の再評価は、土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号に定める地価税法に

基づいて合理的な調整を行って算出しております。同法律第１０条に規定する差額は、
２,５９５百万円であります。

　　３．貸出金のうち、破綻先債権額は２,５１５百万円、延滞債権額は２３,２４５百万円、３ヵ月以上
延滞債権額は２０３百万円、貸出条件緩和債権額は５,６４１百万円であり、その合計額は
３１,６０７百万円であります。

　　　　なお、それぞれの定義は、銀行法施行規則第１９条の２第１項第５号ロによっておりま
す。

　　４．銀行法施行規則第１７条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率　８.２８％（国
内基準）

　　５．動産不動産の減価償却累計額　４,８６５百万円
　　６．１株当たりの純資産額　３,２０２円３５銭
　　７．担保に供している資産は、有価証券４８,５１７百万円及び現金預け金２１百万円であります。
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第85期　　　　　　　　　　連結損益計算書
（単位：百万円）

注　１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　２．１株当たり当期純利益金額　　２０３円６１銭
　　３．「その他の経常費用」には、貸出金償却８２９百万円、株式等償却５３百万円を含んでおりま

す。
　　４．連結損益計算書の収益及び費用の分類は、「銀行法施行規制」（昭和５７年大蔵省令第１０号）

に準拠しております。

（　　　　　　　）
金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　目

１９,０７９経 常 収 益
１５,３６１資 金 運 用 収 益
１２,３２８貸 出 金 利 息
２,６５９有 価 証 券 利 息 配 当 金
１７１コールローン利息及び買入手形利息
１３９預 け 金 利 息
６３そ の 他 の 受 入 利 息

２,７０４役 務 取 引 等 収 益
１２１そ の 他 業 務 収 益
８９１そ の 他 経 常 収 益

１６,４５３経 常 費 用
１,１８２資 金 調 達 費 用
２８７預 金 利 息
１４譲 渡 性 預 金 利 息
１５８借 用 金 利 息
７２１そ の 他 の 支 払 利 息
１,５９５役 務 取 引 等 費 用
８４そ の 他 業 務 費 用

１１,９２８営 業 経 費
１,６６１そ の 他 経 常 費 用
７００貸 倒 引 当 金 繰 入 額
９６０そ の 他 の 経 常 費 用

２,６２５経 常 利 益
５７特 別 利 益

２動 産 不 動 産 処 分 益
５３償 却 債 権 取 立 益
０そ の 他 の 特 別 利 益

２３特 別 損 失
２３動 産 不 動 産 処 分 損

２,６５９税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
８１１法人税、住民税及び事業税
２９１法 人 税 等 調 整 額
３少 数 株 主 損 失

１,５５３当 期 純 利 益

平成１７年４月１日から
平成１８年３月３１日まで

●連結される子会社及び子法人等（２社）
　　仙銀ビジネス株式会社
　　仙銀カード株式会社
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株式のご案内
●事業年度
　　毎年４月１日から翌年３月３１日まで
●定時株主総会
　　毎年４月１日から３カ月以内に開催いたします。
●剰余金の配当のお支払
　　毎年３月３１日を基準日としてお支払いいたします。
●中間配当を行う場合
　　毎年９月３０日を基準日としてお支払いいたします。
●株主名簿管理人・事務取扱場所
　　東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号
　　日本証券代行株式会社
　　〔郵便物送付先・お問合せ先〕
　　　〒１３７－８６５０　東京都江東区塩浜二丁目８番１８号
　　　　　　　　　　　日本証券代行株式会社　代理人部
　　　（住所変更等用紙のご請求）　錆０１２０－７０７－８４２
　　　（その他のご照会）　　　　　錆０１２０－７０７－８４３
　　株式お手続用紙のご請求をインターネットでもお受付けい
たしております。

　　ホームページアドレス
　　　　http://www.jsa-hp.co.jp/name/index.html
　　　（一部の用紙は、お手持ちのプリンターで印刷できます。）
　同取次所
　　日本証券代行株式会社支店
　　当行本・支店
　　単元未満株式の買取請求、株券喪失登録、住所変更届・改

印届等のお届出、その他のお問合せ等もすべて上記日本
証券代行株式会社でお取り扱いいたします。なお、当行
本・支店でもお取り次ぎいたします。

　　日本証券代行株式会社仙台支店
　　仙台市青葉区大町一丁目４番１号
　　　　　明治安田生命仙台ビル６階
　　電　話（０２２）２２３－９４９６
●基準日
　　定時株主総会については３月３１日といたします。なお、そ
の他必要があるときはあらかじめ公告して定めます。

●公告掲載新聞
　　仙台市において発行する河北新報および東京都において発
行する日本経済新聞

●株式取扱手数料
　　名 義 書 換　　無　料
　　株券再発行　　新券交付１枚につき２００円（印紙代）
　　株券喪失登録　　請求１件につき８,４００円（税込）
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営業所のご案内
電　　　話所　　　　在　　　　地郵便番号店　名

（０２２）２２５−８２４１（大代表）
（０２２）２２２−１４１６（代表）
（０２２）２２１−７２６１（代表）
（０２２）２２１−７４４１（代表）
（０２２）２５６−６１８１（代表）
（０２２）２９１−２２５１（代表）
（０２２）２９３−４６８５（代表）
（０２２）２３４−２２４１（代表）
（０２２）２４８−２１９１（代表）
（０２２）２４６−１１７１（代表）
（０２２）２３１−８３３１（代表）
（０２２）２８４−２１７１（代表）
（０２２）３６６−１３７７（代表）
（０２２）２７５−２２１１（代表）
（０２２）２７８−８６１１（代表）
（０２２）３７２−５１５１（代表）
（０２２）３７２−２２０１（代表）
（０２２）２５１−２１１１（代表）
（０２２）３５８−３５１５（代表）
（０２２）３５８−８９５１（代表）
（０２２）２７８−８７３１（代表）
（０２２）２７３−５３１１（代表）
（０２２）３９２−６４３１（代表）
（０２２）２６５−１２９１（代表）
（０２２）２３４−０１８１（代表）
（０２２）２７２−３７３０（代表）
（０２２）２３２−１５６５（代表）
（０２２）２８５−６２５１（代表）
（０２２）２３９−７４８１（代表）
（０２２）２２９−２１１１（代表）
（０２２）２４４−４０５１（代表）
（０２２）２４２−３３６１（代表）
（０２２）３７２−６６６１（代表）
（０２２）３５６−４１４１（代表）
（０２２）３６８−９０２１（代表）
（０２２）３４５−２１２１（代表）

仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
仙台市青葉区一番町三丁目７番２３号
仙台市青葉区中央二丁目６番３号
仙台市若林区荒町１５５番地
仙台市宮城野区原町二丁目５番４１号
仙台市宮城野区宮城野二丁目１４番１号
仙台市宮城野区榴岡三丁目２番３号
仙台市青葉区宮町五丁目７番２８号
仙台市太白区長町三丁目２番７号
仙台市太白区長町南三丁目３番２５号
仙台市宮城野区日の出町一丁目４番３７号
仙台市若林区卸町一丁目６番地の１５
多賀城市八幡四丁目３番１４号
仙台市泉区黒松一丁目９番３１号
仙台市青葉区中山四丁目１４番４０号
仙台市泉区将監八丁目３番４号
仙台市泉区松陵一丁目１６番地の１
仙台市泉区南光台南三丁目３７番２８号
黒川郡富谷町富ケ丘二丁目２７番２号
黒川郡富谷町日吉台二丁目３８番地の１
仙台市青葉区桜ケ丘五丁目８番１８号
仙台市青葉区北山一丁目２番１１号
仙台市青葉区落合二丁目１１番７号
仙台市青葉区上杉一丁目１７番１８号
仙台市青葉区台原二丁目１番１５号
仙台市青葉区柏木二丁目１番１６号
仙台市若林区中倉一丁目２５番３５号
仙台市若林区沖野三丁目１２番２５号
仙台市若林区鶴代町６番１号
仙台市太白区八木山本町一丁目３８番地の１
仙台市太白区太白二丁目１４番１号
仙台市太白区西中田五丁目１６番１号
仙台市泉区鶴が丘一丁目１０１番地の７
宮城郡利府町中央三丁目５番地３
多賀城市高橋二丁目１６番９号
黒川郡大和町吉岡南二丁目４番地の１

９８０－０８１１
９８０－０８０３
９８０－００２１
９８４－００７３
９８３－０８４１
９８３－００４５
９８３－０８５２
９８０－０００４
９８２－００１１
９８２－００１２
９８３－００３５
９８４－００１５
９８５－０８７４
９８１－８００６
９８１－０９５２
９８１－３１３２
９８１－３１０８
９８１－８００２
９８１－３３５２
９８１－３３６２
９８１－０９６１
９８１－０９３１
９８９－３１２６
９８０－００１１
９８１－０９１１
９８１－０９３３
９８４－０８２１
９８４－０８３１
９８４－０００１
９８２－０８０１
９８２－０２１２
９８１－１１０５
９８１－３１０９
９８１－０１０４
９８５－０８５３
９８１－３６２６

　
　本　　　店
　国分町支店
　中央通支店
　荒 町 支 店
　原 町 支 店
　宮城野支店
　仙台東口支店
　宮 町 支 店
　長 町 支 店
　長町南支店
　苦 竹 支 店
　卸 町 支 店
　多賀城支店
　黒 松 支 店
　中 山 支 店
　将 監 支 店
　松 陵 支 店
　南光台支店
　泉ケ丘支店
　大 富 支 店
　桜ケ丘支店
　北 山 支 店
　宮城町支店
　上 杉 支 店
　台 原 支 店
　八幡町支店
　南小泉支店
　沖 野 支 店
　東部工場団地支店
　八木山支店
　太 白 支 店
　西中田支店
　鶴が丘支店
　利 府 支 店
　高 砂 支 店
　吉 岡 支 店

仙台市内・近郊地区



―　２０　―

電　　　話所　　　　在　　　　地郵便番号店　名

（０２２４）２５−５２１１（代表）
（０２２４）６３−２２５１（代表）
（０２２４）７２−１１６７（代表）
（０２２４）５３−２２４５（代表）
（０２２４）５５−１１４０（代表）
（０２２３）２２−２１８５（代表）
（０２２）３８２−３１４１（代表）
（０２２）３８４−３６３６（代表）
（０２２３）３４−２１３１（代表）
　
（０２２）３６５−２１５６（代表）
（０２２５）２２−２１２１（代表）
（０２２５）９３−８６５１（代表）
（０２２５）５３−４１８１（代表）
（０２２６）４６−３６７０（代表）
（０２２６）３６−２００６（代表）
（０２２６）２２−６９６０（代表）
（０２２５）５７−２１２１（代表）
（０２２６）４２−２６１６（代表）
　
（０２２９）２２−２０２０（代表）
（０２２９）３９−１１１８（代表）
（０２２８）５８−３１２１（代表）
（０２２９）７２−１０７８（代表）
（０２２９）４３−２２０３（代表）
（０２２９）６３−２２７４（代表）
（０２２９）８３−２２６１（代表）
（０２２９）５２−３５１１（代表）
　
（０２２０）５２−２３７０（代表）
（０２２０）４５−２０４１（代表）
（０２２５）６８−２３１１（代表）
（０２２０）２２−２５４７（代表）
（０２２０）３４−３９４１（代表）
（０２２８）３８−３７７１（代表）
（０２２８）４５−２１３１（代表）
（０２２８）２２−２２０６（代表）
　
（０３）３６６３−５７８１（代表）

白石市字本町３番地
角田市角田字町７０番地２
伊具郡丸森町字町西２９番地の２
柴田郡大河原町大谷字町向１０３番地の２９
柴田郡柴田町船岡中央二丁目１３番１２号
岩沼市中央一丁目５番１８号
名取市増田三丁目３番６号
名取市名取が丘三丁目５番１７号
亘理郡亘理町字中町東２０２番地２
　
塩釜市本町６番６号
石巻市立町一丁目６番３号
石巻市中里一丁目３番３号
牡鹿郡女川町女川浜字大原４７９番地の３
本吉郡南三陸町志津川字五日町３４番地
本吉郡南三陸町歌津字伊里前８９番地の３
気仙沼市南町二丁目１番８号
石巻市雄勝町伊勢畑一丁目１番地
本吉郡本吉町津谷松岡５７番地
　
大崎市古川台町４番３８号
大崎市田尻字町２０１番地
栗原市高清水新町１１番地
大崎市岩出山字東川原町６番地の７
遠田郡涌谷町字本町８１番地の１
加美郡加美町字町裏３８番地の１
大崎市鳴子温泉字湯元１０１番地
大崎市三本木字北町６３番地の２
　
登米市登米町寺池九日町１０番地
登米市東和町米川字町４２番地
登米市津山町柳津字本町７９番地
登米市迫町佐沼字東佐沼６４番地の４
登米市中田町宝江黒沼字十文字２３４番地の２
栗原市瀬峰下藤沢１６２番地の５
栗原市栗駒岩ケ崎下小路４６番地
栗原市築館伊豆一丁目１２番３８号
　
東京都中央区日本橋本町三丁目９番４号

９８９－０２７５
９８１－１５０５
９８１－２１６５
９８９－１２０１
９８９－１６０１
９８９－２４３２
９８１－１２２４
９８１－１２３５
９８９－２３５１
　　
９８５－００５２
９８６－０８２４
９８６－０８１５
９８６－２２６１
９８６－０７５２
９８８－０４５３
９８８－００１７
９８６－１３３４
９８８－０３０８
　
９８９－６１６３
９８９－４４１５
９８７－２１８５
９８９－６４１３
９８７－０１６２
９８１－４２６１
９８９－６８２３
９８９－６３２１
　
９８７－０７０２
９８７－０９０１
９８６－０４０１
９８７－０５１１
９８７－０６２１
９８９－４５０２
９８９－５３０１
９８７－２２１６
　
１０３－００２３

県南地区
　白 石 支 店
　角 田 支 店
　丸 森 支 店
　大河原支店
　船 岡 支 店
　岩 沼 支 店
　名 取 支 店
　名取が丘支店
　亘 理 支 店
沿岸地区
　塩 釜 支 店
　石 巻 支 店
　中 里 支 店
　女 川 支 店
　志津川支店
　歌 津 支 店
　気仙沼支店
　雄 勝 支 店
　津 谷 支 店
県央地区
　古 川 支 店
　田 尻 支 店
　高清水支店
　岩出山支店
　涌 谷 支 店
　中新田支店
　鳴 子 支 店
　三本木支店
県北地区
　登 米 支 店
　米 川 支 店
　津 山 支 店
　佐 沼 支 店
　中田町支店
　瀬 峰 支 店
　岩ケ崎支店
　築 館 支 店
県外地区
　東 京 支 店

（平成１８年６月１日現在）
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第８５期
営業のご報告

自　 平成17年４月１日

至　 平成18年３月31日


